
株式会社日本政策金融公庫と業務連携に関する覚書を締結しました 

 

令和 7 年 11 月 7 日(金) 青梅信用金庫(理事長:平岡 治房)と株式会社日本政策金融公庫

(立川支店長:桑原 康臣)は、切れ目ない金融サービスの提供を継続し、地域経済の復興・

発展を図るため、危機事象発生時に備えて「危機事象発生における業務連携に関する覚書」

を締結いたしました。 

 

今後は、以下の項目について連携・協力してまいります。 

（１）各々の金融支援機能を発揮した事業者への迅速な資金繰り支援 

（２）コンサルティング機能の発揮及び必要な情報提供、並びに双方向の事業者等の紹介 

（３）地域経済の復興・発展に向けた融資相談会の実施 

（４）職員の緊急避難先として、相互の建物への避難 

（５）その他危機事象発生時に必要となる連携 

 なお、連携にあたっては、（１）の資金繰り支援を最優先といたします。 

 

 

 


